
第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成29年8月16日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

平成29年8月16日（水）午前10時30分～ 本庁舎3階特別会議室 

２ 出席者 

総務課 篠宮課長 松田主査補 

３ 件名 

損害賠償請求訴訟に係る市の対応について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

 

【主な意見】 

・東京の不動産の売却と自宅の持分についてを分けて判断できるか。 

⇒市訴訟代理人からは、東京の不動産を先行して売却し、その他を留保した場合、その

現金を保全するための手間がかかってしまうため、他の項目等も併せて、市としての

政策決定をして欲しいと言われている。 

・相手方の不動産の売却方針には、おおむね了解するが、具体的な和解案が提示される

まで、最終的な市の判断は留保する。 

⇒次回９月１５日の弁論準備手続以降に裁判所からの和解案が提示される予定であり、

その和解案が提示され次第、改めて行政経営戦略会議に付議することとする。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



別 記 

 第１号様式その１（第４条第４項関係） 

平成２９年８月１６日 

付議書（行政経営戦略会議） 

            部課名（総務部総務課） 

１ 件名 

損害賠償請求訴訟に係る市の対応について 

２ 目的 

 北総線運賃値下げ支援補助金をめぐる住民訴訟の判決確定後６０日を経

過しても損害賠償金が支払われないため平成２７年３月２３日付けで訴訟

を提起している件について平成２８年６月の政策会議にて裁判所の和解方

針及び原告からの留保事項について決定済みであるが、相手方から裁判所

を通じて和解金に充てるために東京の不動産の売却することについて市の

了解を求められているため、売却の可否及び控除項目について検討する。 

３ 効果 

 現在、損害賠償金は元金２３６３万２千円に利息を加えると３千万円を

超えており、強制執行等をしても回収額や期間は定かではないため、裁判

所の和解案により、確実に損害賠償金を回収し、早期解決が図られる。 

４ 現状と課題 

 平成２２年１０月の住民監査請求から起算して７年の年月を経過してお

り、原告団からの弁護士報酬請求６３４万円に対して一時金として１００

万円のみ支出している状況であり、訴訟の進行により回収額の一定の見

通しが明らかになった時点で改めて協議することとしている。 

５ 対応（裁判所の和解方針に向けた対応について） 

１ 東京の不動産については、１２８０万円で売買すること及び各控除項

目については、原告側の査定を上回るものであり市訴訟代理人も妥当性

がある判断しているため、売却を認めることとしたいが、位置指定道路

の手続上発生した費用について、門柱及びブロック塀の撤去工事費用に

ついては要求があれば認めるが、申請手続き費用については、被告が負

担すべき費用とは言い難いため認めないこととしたい。 

２ 自宅の持分（１０分の３）については、相手方に提示金額の妥当性を

証明するよう連絡しており、裁判所がその金額の妥当性を認めるのであ

れば市も認めることとしたい。 

３ 預貯金については、裁判所の和解方針に基づき、９９万円に満つるま

での現金を法定自由財産として控除することを認めることとしたい。 

なお、最終的な市の判断については、上記の方向性が全て示された和解

案が裁判所から提示された後に改めて協議することとしたい。 

６ スケジュール 

８月３１日：売買契約締結 

９月１５日：第１６回弁論準備手続 

９月又は臨時議会：和解及び補正予算について議会の承認を得る。 

１０月未定：第１７回弁論準備手続 裁判上の和解成立 仮差押取下げ 

１０月３１日：売買契約決済 

７ 関連情報 

関係法令等 地方自治法第２４２条の３第２項の規定に基づく訴訟 

関係課 総務部総務課 

予算措置 和解についての議案と併せて、歳入歳出補正予算案を提出 



前市長に対する損害賠償事件訴訟について 

 

背  景 

○平成２７年１月１５日 最高裁判所が横山氏の上告棄却及び上告不受理決定 

○平成２７年３月２３日 判決確定から６０日（３月１６日）を経過しても支払

われないため、地方自治法第２４２条の３第２項の規定に基づく訴訟を千葉

地方裁判所に提起 

 

裁判経緯 

○平成２７年５月１８日 佐倉支部において第１回口頭弁論 （公開） 

 ・訴状及び答弁書の確認 

○平成２７年９月７日 千葉地方裁判所において第１回弁論準備手続（非公開） 

 ・被告から和解を望む意見が出される 

○平成２７年１２月２５日 第４回弁論準備手続（非公開） 

・千葉地方裁判所から被告の不動産売却の検討を指示 

●平成２８年６月２日 千葉地方裁判所から和解方針（資料３） 

 ・別添のとおり①足立区の物件 ②自宅の持分 ③預貯金 

○平成２９年９月１５日 第１６回弁論準備手続（非公開） 

 

損害賠償金等 

◎損害賠償金請求額  ２，３６２万２，０００円 に加え年５分の割合の額 

 ８月１６日現在   ３，１３０万１，０６９円 

○住民原告団請求額     ６３４万１９０６円 

 ・一時金として平成２７年９月９日に１００万円支払い済み 

 ・残金については、損害賠償金確定後別途協議 

○市の弁護士費用   約３４１万円（内訳は資料２のとおり） 

◎裁判関係費用    計 約９７５万 

和解金予定額 １，１４６万５，６８２円 

① 足立区 売却金額 １２，８００，０００円 

控除後   ９，３４５，６８２円 ※内訳は資料２参照 

② 自宅の持分 持分金額 ２１２万円 

③ 預貯金 預貯金額 ９９万円まで法定自由財産となるため ０円 

審議事項 

１ 足立区の売却について、提示金額を認めるか、また、控除金額を認めるか。 

※市の訴訟代理人である弁護士からは妥当性はあると助言を受けた。（資料２） 

 その他市の裁量による控除検討項目 

・足立区物件適正価格販売のために位置道路指定の手続上発生した費用 

（１）門柱及びブロック塀の撤去工事（約２２万円） 

（２）位置指定道路の申請手続き費用（約６０万円） 

２ 自分の持分について、提示金額を認めるか 

３ 預貯金について、認めるか 

資料１



和解金の概要 
① 足立区の物件 

【売却金額】          １２，８００，０００円 
※価格の妥当性 
 引き合いのあった３件のうち１番高額であり、原告側で取得した簡易査定

においても１，２５０万円であったため、売却価格には問題がない。 
控除金額             ３，４５４，３１８円 
【内訳】 
・借地権譲渡承諾料金       １，４５０，０００円 
・借地期間２０年再設定精算金   １，２２４，７９８円 
・不動産仲介手数料等売却諸費用    ４７９，５２０円 
・残置物除去費用           ３００，０００円 

控除後   ９，３４５，６８２円 
※控除金額の妥当性 
借地非訟の裁判手続をする時間やコストを考慮すれば、十分合理性を有す

る金額である。 
② 自宅の持分            ２，１２０，０００円 

※市内の自宅の持分については、被告側に評価額の妥当性を証明するよう連

絡をしており、被告側としては不動産鑑定の簡易鑑定をとることを検討すると

のこと。最終的な和解案が裁判所から提示され、裁判所がこの評価額を認める

のであれば、市としてもその金額を認める方向性としたい。 
③ 預貯金 約８７万円（９９万円まで法定自由財産となるため）０円 

       和解予定額①＋② １１，４６５，６８２円 
 
【その他の控除検討項目について】 
足立区物件適正価格販売のために位置道路指定の手続上発生した費用 
１ 門柱及びブロック塀の撤去工事費用（約２２万円） 
 足立区からの行政指導があることや、被告所有の建物の敷地のみに関係する

問題であるとの説明を考慮した結果、工事費用は売却のために必要な経費とし

て控除することもやむを得ない旨を相手方に連絡済であるが要検討。 
２ 位置指定道路の申請手続き費用（約６０万円） 

本来の接道義務者である地主の名義で土地家屋調査士に依頼しており、被告

が負担すべき費用とは言い難いため、控除することを認めないこととしたい。 
（参考）これまでの裁判関係費用 
原告団からの弁護士費用請求の残額    約６３４万円（一時金１００万円支出済） 
１段目訴訟（第１審～第３審）弁護士費用 約２００万円 
２段目訴訟 着手金            約５５万円 
仮差押手続費用              約１８万円 
市訴訟代理人への成功報酬         約６８万円 
                    計９７５万円 

資料２ 



 

裁判所の和解方針及び原告からの留保事項 

 
和解の方針について 

千葉地方裁判所民事第５部 
 

標記事件につき、当裁判所は、本件訴訟に至る経緯、被告の財産状況、被告は

白井市民の利益を目的として本件処分を行ったのであって、これにより何らの

利益を得ていないこと等を踏まえて、和解の方針について、以下のとおり提案す

る。 
 

１ 別紙物件目録１記載の借地権付き建物については、売却について地主の承

諾又は借地非訟手続による承諾に代わる許可を受けた上で、不動産市場にお

いて売却し、売却価額から売却に要した費用を控除した残額を原告に対する

支払に充てる。 
２ 同目録２及び３記載の土地建物については、被告持分を、合理的に算定した

価額で被告の親族等に対して売却し、売却価額を原告に対する支払に充てる。 
３ 被告の預貯金等については、法定自由財産等（９９万円に満つるまでの現金

又はこれに準ずる財産）を控除した残額を原告に対する支払に充てる。 
４ 原告は、上記１ないし３の支払を受けたときは、被告のその余の支払義務を 

免除する。 
以上 

（物件目録） 
１ 所在 東京都足立区、種類 居宅、構造 木造合金メッキ鋼板ぶき２階建 
            床面積 １階 ７３．８７㎡ ２階 ６３．５９㎡ 
２ 所在 千葉県白井市、地目 宅地、地積 ２１５．１３㎡ 
３ 所在 千葉県白井市、種類 居宅、構造 軽量鉄骨造スレート葺２階建 
            床面積 １階 ７１．０６㎡ ２階 ６６．６０㎡ 
 
上記、裁判所の和解方針に対する原告の立場は次のとおり 
 
１ 裁判所ご提案の和解の方針については、被告が破産の場合と同等の支払を

行うものであり、住民訴訟の判決を踏まえて被告が一定の責任を果たすもの

と認められるので、おおむね了解いたします。 
２ ただし、 
① 和解の可否は最終的には議会の判断に委ねられていること 
② 第１、２項については、売却価額が不動産の評価額として客観的に適正で

あることが前提となること。 
③ 第１～３項に基づく支払の総額が本訴及び住民訴訟に関して原告が支出し

た費用の総額と比較して十分でない場合等、和解の条件が全体として相当

でない場合は、和解に応じることができないこと 
 については、念のため留保させていただきます。 

資料３ 


